
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

号 　 外

平成 17 年

12月20日（火曜日）

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

条
　
　
例

香
川
県
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止
に
関
す
る
条
例
　
　
　
　
（
環
境
管
理
課
）

三

香
川
県
障
害
福
祉
相
談
所
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

七

香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
（
政
　
策
　
課
）

八

高
松
市
へ
の
木
田
郡
牟
礼
町
、
同
郡
庵
治
町
、
香
川
郡
香
川
町
、
同
郡
香
南
町
及
び
綾
歌

郡
国
分
寺
町
の
編
入
並
び
に
三
豊
市
、
小
豆
郡
小
豆
島
町
、
綾
歌
郡
綾
川
町
及
び
仲
多
度

郡
ま
ん
の
う
町
の
設
置
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
　
　
　
（
自
治
振
興
課
）

一
一

香
川
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

一
六

香
川
県
保
健
衛
生
及
び
環
境
関
係
試
験
検
査
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
環
境
管
理
課
）

一
八

香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
　
　
　
（
教
育
委
員
会
）

香
川
県
議
会
の
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員

の
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一
九

香
川
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

二
〇

◇
香
川
県
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被
害
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条
例

第
五
十
九
号
）

１
　
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
県
民
の
健
康
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
法
規
制
対
象
外
の
小
規
模

な
建
築
物
に
つ
い
て
、
解
体
等
に
伴
う
ア
ス
ベ
ス
ト
の
飛
散
の
規
制
を
行
う
と
と
も
に
、

建
築
物
の
所
有
者
に
ア
ス
ベ
ス
ト
の
調
査
及
び
飛
散
防
止
の
義
務
を
課
す
こ
と
な
ど
に
よ

り
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
県
民
の
健
康
被
害
を
防
止
し
、
安
全
で
安
心
な
生
活
を
守
る
た
め
、

こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
県
、
事
業
者
、
建
築
物
等
の
所
有
者
、
ア
ス
ベ
ス
ト
を
含
有
す
る
製
品
の
製
造
者
等
の

責
務
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

３
　
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
材
料
を
使
用
す
る
建
築
物
等
の
解
体
等
に
関
す
る
規
制
と
し
て
、
ア

ス
ベ
ス
ト
排
出
等
作
業
の
実
施
の
届
出
、
計
画
変
更
命
令
、
作
業
基
準
の
遵
守
義
務
、
作

業
基
準
の
適
合
命
令
、
注
文
者
の
配
慮
、
表
示
義
務
及
び
廃
棄
の
届
出
等
に
つ
い
て
定
め

る
こ
と
と
し
た
。

４
　
ア
ス
ベ
ス
ト
吹
付
け
材
を
使
用
す
る
建
築
物
に
関
す
る
措
置
と
し
て
、
建
築
物
の
所
有

者
が
と
る
べ
き
措
置
、
多
数
の
者
が
使
用
す
る
建
築
物
の
所
有
者
の
義
務
、
勧
告
及
び
公

表
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

５
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
平
成
十
八
年
二

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
障
害
福
祉
相
談
所
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条
例
第
六
十
号
）

１
　
身
体
障
害
者
相
談
所
及
び
知
的
障
害
者
相
談
所
を
統
合
す
る
と
と
も
に
、
発
達
障
害
に

関
す
る
相
談
及
び
指
導
業
務
、
現
在
児
童
相
談
所
が
行
っ
て
い
る
身
体
障
害
児
及
び
知
的

障
害
児
に
関
す
る
相
談
、
判
定
及
び
指
導
業
務
並
び
に
児
童
の
心
身
の
健
全
な
発
達
に
関

す
る
相
談
業
務
を
行
う
た
め
、
新
た
に
「
香
川
県
障
害
福
祉
相
談
所
」
を
設
置
し
た
い
の

で
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県

条
例
第
六
十
一
号
）

１
　
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
す
る
事
務
及
び
対
象

と
な
る
市
町
を
追
加
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
同

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
）

二

び
大
気
中
の
ア
ス
ベ
ス
ト
濃
度
の
測
定
検
査
並
び
に
所
有
建
築
物
に
お
け
る
ア
ス
ベ
ス
ト

含
有
材
料
の
分
析
検
査
へ
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
る
が
、
県
内
に
検
査
機
関
が
少
な
い
こ

と
か
ら
、
香
川
県
環
境
保
健
研
究
セ
ン
タ
ー
で
検
査
の
依
頼
を
受
け
る
こ
と
と
し
、
当
該

検
査
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部
の
規
定
は
、
規
則
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
貸
付
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条

例
第
六
十
五
号
）

１
　
香
川
県
高
等
学
校
等
奨
学
金
に
つ
い
て
、
県
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
運
営
を
図
る
た

め
、
貸
付
け
の
対
象
と
な
る
生
徒
の
要
件
に
関
し
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
議
会
の
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の

数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条
例
第
六
十
六
号
）

１
　
市
町
の
合
併
に
伴
い
、
関
係
す
る
香
川
県
議
会
の
議
員
の
選
挙
区
及
び
選
挙
区
に
お
い

て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
一
部
の
規
定
は
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
一
部
の
規
定
は
同
月
十
日
か
ら
、
一
部

の
規
定
は
同
年
三
月
二
十
日
か
ら
、
一
部
の
規
定
は
同
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と

と
し
た
。

◇
香
川
県
議
会
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条
例
第
六
十

七
号
）

１
　
香
川
県
情
報
公
開
条
例
に
お
い
て
香
川
県
住
宅
供
給
公
社
等
が
実
施
機
関
に
加
え
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
高
松
市
へ
の
木
田
郡
牟
礼
町
、
同
郡
庵
治
町
、
香
川
郡
香
川
町
、
同
郡
香
南
町
及
び
綾
歌
郡

国
分
寺
町
の
編
入
並
び
に
三
豊
市
、
小
豆
郡
小
豆
島
町
、
綾
歌
郡
綾
川
町
及
び
仲
多
度
郡
ま

ん
の
う
町
の
設
置
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条
例
第

六
十
二
号
）

１
　
平
成
十
八
年
一
月
一
日
に
、
高
瀬
町
、
山
本
町
、
三
野
町
、
豊
中
町
、
詫
間
町
、
仁
尾

町
及
び
財
田
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
た
に
三
豊
市
を
設
置
す
る
こ
と
、
同
月

十
日
に
、
牟
礼
町
、
庵
治
町
、
香
川
町
、
香
南
町
及
び
国
分
寺
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を

高
松
市
に
編
入
す
る
こ
と
、
同
年
三
月
二
十
日
に
、
琴
南
町
、
満
濃
町
及
び
仲
南
町
を
廃

し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
た
に
ま
ん
の
う
町
を
設
置
す
る
こ
と
、
同
月
二
十
一
日
に
、

内
海
町
及
び
池
田
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
た
に
小
豆
島
町
を
設
置
す
る
こ
と

並
び
に
同
日
綾
上
町
及
び
綾
南
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
も
っ
て
新
た
に
綾
川
町
を
設
置

す
る
こ
と
に
伴
い
、
関
係
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
三
豊
市
に
関
す
る
規
定
は
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
高
松
市
に
関
す
る
規
定
は
同

月
十
日
か
ら
、
ま
ん
の
う
町
に
関
す
る
規
定
は
同
年
三
月
二
十
日
か
ら
、
小
豆
島
町
及
び

綾
川
町
に
関
す
る
規
定
は
同
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
一
部

の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
香
川
県
条
例
第
六
十
三
号
）

１
　
開
か
れ
た
県
政
の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
香
川
県
住
宅
供
給
公
社
等
を
実
施
機
関
と
す

る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
に
お
け
る
公
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
つ
い

て
規
定
す
る
等
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
香
川
県
保
健
衛
生
及
び
環
境
関
係
試
験
検
査
等
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
十
七
年
香
川
県
条
例
第
六
十
四
号
）

１
　
ア
ス
ベ
ス
ト
の
粉
じ
ん
に
よ
る
健
康
被
害
へ
の
不
安
が
広
が
っ
て
い
る
中
で
、
室
内
及

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
）

三

香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例をここに公布する。

平成十七年十二月二十日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第五十九号

香川県アスベストによる健康被害の防止に関する条例

条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
）

四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
）

五



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
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七

香川県障害福祉相談所条例をここに公布する。

平成十七年十二月二十日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十号

香川県障害福祉相談所条例
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八

香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十七年十二月二十日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十一号

香川県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
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高松市への木田郡牟礼町、同郡庵治町、香川郡香川町、同郡香南町及び綾歌郡国分寺町の編入並び

に三豊市、小豆郡小豆島町、綾歌郡綾川町及び仲多度郡まんのう町の設置に伴う関係条例の整備に関

する条例をここに公布する。

平成十七年十二月二十日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十二号

高松市への木田郡牟礼町、同郡庵治町、香川郡香川町、同郡香南町及び綾歌郡国分寺町の編入

並びに三豊市、小豆郡小豆町、綾歌郡綾川町及び仲多度郡まんのう町の設置に伴う関係条例の

整備に関する条例



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
）

一
二



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
）

一
三



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
）

一
四



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日

（
号
外
）

一
五



香川県情報公開条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十七年十二月二十日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十三号

香川県情報公開条例の一部を改正する条例
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香川県保健衛生及び環境関係試験検査等手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十七年十二月二十日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十四号

香川県保健衛生及び環境関係試験検査等手数料条例の一部を改正する条例

香川県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成十七年十二月二十日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十五号

香川県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する条例
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香川県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。

平成十七年十二月二十日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十六号

香川県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例

の一部を改正する条例

第一条　香川県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条

例（昭和三十七年香川県条例第三十七号）の一部を次のように改正する。

第二条中「仲多度郡第一選挙区及び三豊郡選挙区」を「三豊市選挙区及び仲多度郡第一選挙区」

に改め、同条の表東かがわ市選挙区の項の次に次のように加える。

三豊市選挙区　　　　　　三豊市の区域　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四人

第二条の表三豊郡選挙区の項を削る。

第二条　香川県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条

例の一部を次のように改正する。

第二条中「、丸亀市選挙区」の下に「、さぬき市選挙区」を加え、同条の表高松市選挙区の項中

「十四人」を「十七人」に改め、同表木田郡第一選挙区の項中「木田郡第一選挙区」を「木田郡選

挙区」に、「木田郡三木町」を「木田郡」に改め、同表木田郡第二選挙区の項及び香川郡選挙区の

項を削り、同表綾歌郡選挙区の項中「綾歌郡の区域のうち宇多津町の区域を除いた」を「綾歌郡綾

上町及び綾南町の」に、「二人」を「一人」に改める。

第三条　香川県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条

例の一部を次のように改正する。

第二条の表仲多度郡第一選挙区の項中「仲多度郡の区域のうち多度津町の区域を除いた」を「仲

多度郡琴平町及びまんのう町の」に改める。

第四条　香川県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条

例の一部を次のように改正する。

第二条の表綾歌郡選挙区の項中「綾歌郡綾上町及び綾南町」を「綾歌郡綾川町」に改める。

附　則

この条例中第一条の規定は平成十八年一月一日から、第二条の規定は同月十日から、第三条の規定

は同年三月二十日から、第四条の規定は同月二十一日から施行する。

香川県議会情報公開条例の一部を改正する条例をここに公布する。
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古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています
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香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

平成十七年十二月二十日

香川県知事　　真　　鍋　　武　　紀

香川県条例第六十七号

香川県議会情報公開条例の一部を改正する条例

香川県議会情報公開条例（平成十二年香川県条例第七十九号）の一部を次のように改正する。

第七条第一号ハ中「ものを除く。）及び」を「ものを除く。）、」に、「の役員」を「及び公社（

香川県情報公開条例（平成十二年香川県条例第五十四号。以下「県公開条例」という。）第二条第二

項に規定する公社をいう。以下同じ。）の役員」に改め、同条第二号中「及び地方独立行政法人」を

「、地方独立行政法人及び公社」に改め、同条第三号中「並びに地方独立行政法人」を「、地方独立

行政法人並びに公社」に改め、同条第四号中「又は地方独立行政法人」を「、地方独立行政法人又は

公社」に改め、同条第六号中「県議会又は」を「県議会若しくは」に、「機関」を「機関又は公社」

に改め、同条第七号中「香川県情報公開条例（平成十二年香川県条例第五十四号。以下「県公開条例」

という。）」を「県公開条例」に改める。

附　則

この条例は、平成十八年四月一日から施行する。


